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韓国の在宅福祉センターにおける

ケア・マネジメントの満足度に関する研究

柳　　　相　烈

The Study on a Satisfaction of Care Managers in the Korea Community Center

RYU Sang Yeol
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I ．序　　　論

　最近先進国をはじめ韓国にも Care Managementに対する関心が高まっている中で，これから進ん

でいく高齢化社会で用いる適切な社会福祉方法として Care Managementが重要な要素である。今

まで，韓国はCase WorkとGroup Work，そして地域社会組織等の方法として Serviceをしてきて，社

会の変化による ClientのNeedsの増大および多様化によって単一な方法と技術では Clientの欲求を

充足させるのが難しい状況におかれている。特に，朝鮮戦争以後，応急処置の手段として実施され

た施設保護が緊急状況ではなかったその後まで延長されて韓国社会福祉の image再考はもちろん，

Clientの欲求充足に満足できる Serviceが提供されなかった。次第に，１９９２年，韓国政府が在宅福祉

奉仕 Centerを設け，老人，障碍者，少年少女家長，保育対象児童などの在宅 Serviceが実施される

ことになった。このような状況をふまえて本研究者は，韓国在宅奉仕 Centerで勤務している

Worker達がいままで実務から経験した Care Managementに対して，どの程度満足しているかを把

握することにより，これから展開される Care Managementの発展の基礎資料にするのにこの研究の
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目的がある。

　研究の対象および方法は，次のとおりである。韓国の在宅福祉奉仕 Centerで勤務している

Worker達として彼らが現場で実務しているなかで実際に実施している Care Managementに対する

満足度を考察するため，２００４年１月２０日から３月２０日まで２ヶ月間にわたり調査した。その調査方

法は韓国全国にわたる総合社会福祉館附設の在宅福祉 Center３３４ヶ所に郵便で設問紙を各２部ずつ

送って実施し，５点尺度を用いて各分野における満足度を調査した。応答者の理解のため設問紙の

発送時に Care Managementに対して一般的定義と Care Managementの要件と役割等に対する説明

して，それに該当するWorkerが設問に応じるようにした。設問に対する応答を回収した２１７ヶCen-

terの中から３２７部の内部を SPSS PC＋で電算処理した。

II ．Care Managementと Care Managerの定義

１　Care Managementの定義

　Care Managementに対する定義を言及する時には，いつも Caseと Careに対する概念定義に関心

を持つことになる。アメリカや韓国で使用している Case Managementは，個別化された Clientに焦

点をあわせる場合で，イギリスや日本などが主に使用している Care Managementは，Communityの

中で行う Careに焦点にあわせていると言える。

　白沢教授は“Caseが”少し冷たい面があり，Careは少し暖かい感じを受けると言っている。し

かし，Caseと Careには別に意味の差がなく，ただ各国の状況によって違うよばれ方をしている。

Caseと Careはいずれも事例に対して学者たちの見解は次の通りである。（柳相烈，１９９９：pp.１３１-

１３２）。

　１９８３年，Peter Johnsonは援助主体を社会福祉に置いて，その対象は要援護者とし，要援護者が適

切な Serviceを受けるようにし，Service方法は社会福祉士が責任を持って，要援護者を多様な体系

に連がり問題を解決する（Peter Johnson，１９８３：p.２２）。１９８７年，R. Parkerは要援護者のためにす

べての援助活動を連結し調整する（Robert Parker，１９８７：p.２０）。また１９８９年，D.P.Moxleyは援助主

体がある人，あるいは Teamとして複数の欲求を所有する人達に社会生活の技能，あるいは福祉を

最大に活用できる目的で，公式あるいは非公式な Networkを組織化して，調整し維持することとし

た（David P. Moxley，１９８９：p.１７）。１９９０年，前田大作は弱くて障害がある老人など重複 Needsを持

つ人達，そして，精神的で，身体的な障害のため現代社会の高度化，専門化された各種 Serviceと，

友人，隣りの人などが私的な Serviceが自ら受けることができない人達に彼らの Needsにあった

Serviceを受けることにする。このため一連の措置として Service Network内から相互協力活動をす

ることとした（前田大作 .１９９２：pp.２３８-２３９）。１９９２年，白沢政和は在宅の Clientにも施設受容者と

共に，いつも Needsの変化を注視し必要な時にいつでも Serviceを提供するとした（白沢政和 .１９９２：

韓国の在宅福祉センターにおけるケア・マネジメントの満足度に関する研究
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p.１１）。１９９１年イギリスの保健省は，個人の Needsに対して Serviceを提供する過程だとし，１９９３年，

Ormeは査定をもらって，その Needsが Service提供の優先順位に適合すると認められた Clientを

対象に提供される Care Packageを管理し指導するとした（Joan Orme. And Bryan Glastonleuny，

１９９３：p.１８７）。１９９４年，日本の高齢者介護自立制度研究会の報告によると，Care担当者と Care Team

を構成する関係者は，利用者側の立場によって本人あるいは家族の Needsを把握し，その結果に基

ついて Careの基本方針に従う。ある計画を作成し実行する体制だと定義している（高齢者介護自立

System研究会，１９９４：p.１８）。その他にも Service Managementという用語を用いる。Managed Care

という用語を使用して，患者と医療機関との間に Careの質と費用を統制し調整したりする。Care 

Coordinationという用語を使用して，多様な領域で調整と統制を通じる Community Careを導いて

いくという。

２　Care Managerの定義

　Care Managementを行うためには，立派な Managerが必要である。すなわち Managerは Client

の欲求を把握しそれにあった社会的資源を探し，地域で自立できる援助をする技術を習い，具体的

な Serviceのためには査定のための技術擁護のための技術などがあるべきである。

　アメリカでは社会福祉士が Care Managementの役割りを４分の３以上を担当し，残り４分の１は

看護士，作業治療士，物理治療士が担当する場合がある（岡田進，１９９４：pp.６-７）。イギリスでは，今

までは社会事業を専攻し，長期間の実務経験があるWorkerが主に担当している。また Care Worker

などの資格をもたない者が担当する場合もある。さらに Therapist，精神科看護士など，Managerと

は別の専門職員が担当している場合もある（所度彦，１９９４：pp.２１）。日本では Care Managementを

独立して運営することが難しくて Team運営を主張することもある。韓国では現在たれ Care Man-

agerができるのか？ に対して正確に答えるのが難しいが，大体に低所得層の密集地域の邑面洞（韓

国の地方行政機関の最小単位）に配置している社会福祉専門要員，在宅福祉奉仕（CenterのWorker，

少年少女家長世帯を管理する福祉財団の担当者，韓国老人福祉会の Care管理担当者などがこの範

囲に属することができるといえる。従って本研究には在宅福祉奉仕 CenterのWorkerを Care Man-

agerと呼ぶことにする。

III．Care Managementの発達過程

１　米国

　アメリカでの Care Managementの歴史的起源はいつからだろうかという意見が多い。Care Man-

agementに対する最初の歴史としては，聖書から由来を探すことで，決して新しい援助方法ではな

いという見解もある。その後からの見解としては１９世紀の中盤に社会事業の崩牙期までさかのぼる

韓国の在宅福祉センターにおけるケア・マネジメントの満足度に関する研究
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見解もある。例えば，Kaplanは最古の Care Managementを１８６３年Massachusettsに設けられた慈善

委員会の活動から見ることができる。Well & KarlsもアメリカのCare Managementは１００年前に実践，

調査活動の接近方法を正式化して説明したものという。一般的に Care Managementを①調整②活

用資源の重複を予防して援助費用を減らす二つの理念を考えるとこの型の理念を持つすべての立場

が Care Managementといえる。それでは COS（Charity Organization Society）の活用は Care Man-

agementの原型ともいえるし，あるいは Richmondや Adamsなどの社会事業の Pioneer達の援助思

想にもその淵源を持つといえる。

　しかし，実際にこのような援助思想が概念化されたのは１９５０年の中頃からはじまり，Mental 

Healthにおいて脱施設化の時代からである（渡辺顕一郎，１９９４，１０.pp.２５-２６）。１９６０年代にはいっ

てからは，より具体的な活動があったが，その当時に向精神薬などの開発に従い，精神障害者の自

立が可能ではないかという考えから，新しい政策として脱施設化が試されたからである（岡田進，

１９９４：pp.５-６）。

　１９７０年代に入ってからは，Care Managementが最も活発に展開され連邦政府の新しい政策として

実 施 さ れ た。１９７２年“Service Integration Target for Opportunity”，１９７４年“Partnership Grants 

Program”，１９７５年“Community Mental Health Centers Legislation”などが活発に展開されている。

１９７４年 Connecticut Stateからはじまった高齢者（６５才以上）に対する programで Care Management

という用語が使い始められたのである。その後，１９７６年Medisonで Care Managementのための第一

次会議が開かれた。（Robert Morris）社会事業が，救護から Careへ関心が移る将来を予見し出発点

を示唆する Care Managementに対する概念を確立した。１９７９年オチエアで開催された第二次会議

では（Donald Brieland）Care Managementが社会事業を概念化する手段として考えられる動機を与

えられた。それから Medicareや Medicaidの財政を減らすための連邦政府の試験的な補助 program

が急速に増加した。１９７８年に精神健康に関する大統領諮問会議が Case Managementの活性化をす

すめた。

　１９８０年代に入ってからは，５０州に Case management programに対する補助金を提供し，連邦政府

の財源縮小政策と共に予算節減の効果を重視し，この時，社会事業にmanaged Caseという概念が生

じることになった（渡辺顕一郎，１９９４：pp.２６-２７）。

２　イギリス

　イギリスでは Care Managementだけではなく，社会事業の全般においてその理念あるいは政策が

政治的影響をおよぼしている。

　Weldingはイギリスの Care Managementに対する説明を新しい Manage Realismに置いている。

１９８０年以後，イギリスの社会事業に大きく影響を及ぼしたのは Centerの効率と効果，そして，そ

の結果の評価を強調する点が，New Manage Realismという架設に基ついてた思想によって実践だと

韓国の在宅福祉センターにおけるケア・マネジメントの満足度に関する研究
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定義できる。

　イギリスでは managementの導入が試みられた社会福祉分野の中で，重要なものは，国営医療制

度として NHS（National Health Service）と PSS（Personal Social Service）がある。イギリスでは，

この二つの制度と共に取扱ったのが利益である判断で managementを導入されることになった。

１９４２年の Beveridge Reportは Care Managementには直接的な影響を及ぼさなかったが，社会福祉

の全般に大きく影響を及ぼし，１９４８年には児童福祉法が制定され，この法によって自治体に各種の

社会福祉 Centerの義務化を強調した（所道彦 １９９４：pp.１５-１７）。その後，１９５０年代末から精神障害

者のための Community Care思想が生じ，１９６８年には Seebom Committee Reportに基づいて１９７１年

自治体社会福祉 Center部を設け，それによって１９７０年代には高齢化に従い「優先的高齢化 Center

の必要性」「高齢化が長い間地域社会で健康を維持しながら生活できる」という方針が強調され，

Home Helpなどの在宅保護が強化された。

　１９８３年の報告書 management Inquityでは NHSが managementの技法を導入するのに消極的だと

みて，NHS組織全体水準で General Managementを導入することを提言している。

　１９８６年の政府鑑査委員会勧告では ① Centerの提供の責任を Care Managerに集中し，医療，保健，

福祉の予算を統合し使用すること② Centerは私的及び民間機関のものを自治体が契約購入して提

供すること③このような体制によって高齢者を地域社会内で Careすることとして，ここでは Care 

managerは資源の managerとしての技能が重要視された。

　１９８８年２月にCommunity Careの行動指針に対するGriffiths報告では，Care Managerに対して，よ

り具体的で強化した内容をふくめたので，資源がかなりの水準まで動員される場合には，評価及び

再評価の技能を監督し，そして提供される Centerを管理して Care manager 社会福祉部の職員の中

から任命することなどとした。

　１９８９年には保健，社会両長官及び ScotlandのWalse長官の名で政府白書（Caring for People）が

発表された。この白書では，Griffiths報告であげられた内容を一層強化し詳細に記述している。

　１９９１年には，NHS及び Community Care法を制定し，その後にイギリス Community Careの大変

革が起こったので，Needs査定，Care計画の作成，Center提供とその過程の monitoring，結果の

Reviewなどに基ついて Centerの変更をはかり，より積極的な Careを実施している。

３　日本

　日本では福祉改革が１９７３年以後経済不景気に入り，１９８１年以後から本格的に展開されはじめた

（松井二郎，１９９２：pp.１９４-１９５）。Care Managementに関心が高まりはじめたのは，１９８４年東京都社

会福祉審議会の「東京都において現在までの社会福祉の綜合的な展開に対する中間報告書」で日本

の行政的な側面では初めて Care Managementという用語を使うことになった。その必要性を指摘

し（古川孝順，１９９２：p.２４０），１９８５年に東京都社会福祉協議会が「在宅福祉推進において市区町村

韓国の在宅福祉センターにおけるケア・マネジメントの満足度に関する研究
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協はどの役割を遂行するのか」という委員会の報告書を刊行し，Care Managementを市区町村協の

役割にふさわしく遂行できるように，綜合的な資質を持つ全ての専任職員を Care Managementとし

て研修させることを主張した。

　１９８６年全日本社会福祉協議会が社会福祉基本構想懇談会の「社会福祉改革の基本構想」を発表し，

Care Management体制の確立と人力養成を提案し，１９８９年６月に Care Management研究委員会を発

足させ「Care Management」という書物を刊行した（金万斗，１９９３：pp.２８-３０）。

　１９９４年厚生省高齢者介護自立支援制度研究会で新しい高齢者介護支援制度構成を目的として介護

保険創設を提示し，実行体制として Care Managementを確立させることを提示し，Care Manage-

mentの技能のために①専門的相談の助言，② Needsの把握と Care 計画の作成，③ Service利用に

結ばせること，④適切な Service利用の計画的確保と Care Management体制として保健，医療福祉

担当者であって teamを構成し，すべて綜合的 Serviceを続けて提供させることである。１９９５年老人

保健福祉審議会で「新しい，高齢者介護制度における介護給付について」という構想を発表し，そ

の基本理念として，①高齢者介護に対する社会的支援，②高齢者自身の選択を通じた Care Manage-

mentの確立，③綜合的，一体的な Service提供をあげている（老人保健福祉審議会資料，１９９５）。特

に日本では Care Managementと最近実施中である介護保険に関連させる意志が強い。

４　韓国

　韓国では社会福祉方法として Care Managementを活用した歴史は浅く，今もその実践体制が確立

されておらず，これから Care Managementが社会福祉方法として活用が可能であるのかを検討して

みる段階であるとみれることから，ここでは Care Managementを活用する在宅福祉の発展過程に関

してみてみることにする。

　韓国の在宅福祉 Serviceは，１９５０年代外国援助によって実施された在宅福祉事業が公的な次元で

は初めてだといえる。その当時，在宅福祉の対象は貧困家庭の児童が主な対象になっている。しか

し，数の面では施設保護対象者にははるかに足りない状態であり，その理由はその当時，福祉の対

象が家庭を持っている者の数が少なく，財源が国内資料ではない外部からの援助に依存していたと

いうことから援助者の意志との関係があったといえよう。

　１９６０年代に入って社会福祉に関する法令が制定された。救護対象者達に対する法的措置は設けた

が，国家および民間の財政能力が不足して充分な保護措置は取ることができなかつた。しかし，こ

の時から緊急を要する対象者を減らし，社会経済的理由から生じる Clientが増えはじめた。ここで

家庭中心の保護はもっとも必要になってきた。

　こんな状況のもとでは韓国政府は国家予算を編成し生計費，生業資金，奨学金などの支援を通じ

て在宅福祉を実施したといえるが，１９６０年代には国家予算を含んだ国内資源よりは外国資源がより

多かった。従って，社会福祉法令は制定されたが，施行できないまま死文化され，社会福祉は外国

韓国の在宅福祉センターにおけるケア・マネジメントの満足度に関する研究



― 99 ―

人の手を借りて行われた。

　１９７０年代に入ってからは，大部分の外国の援助機関が撤収し，その代わりとしていくつかの機関

が児童及び家族を中心として家庭福祉の脈をつなげていったが，予算が足りず社会福祉の専門入力

の確保も難しくなっていた。こんな状況の中，各機関は専門入力の代わりに非専門家達を担当させ

ることにしたので Serviceの進行に問題が生じてきた。その時期が韓国の社会福祉の面では過度期

といえる。

　１９８０年代の初め，第５共和国ができ，福祉国家の Catch phraseをかけて社会福祉に関する法令を

改正したり制定したりし，社会福祉に対する関心を持つことになった。政府は国民の福祉に対して

責任意識を持って対処しはじめた。この時から政府の予算で施設保護の支援はもちろん地域社会福

祉館を開設して，主に在宅 Serviceを実施することになった。

　１９８０年代末頃，第６共和国は零細民の密集地域に綜合社会福祉館などを大幅に拡大して開設し，

１９８８年から零細民の密集地域の現場の行政機関という邑面洞事務所に社会福祉専門要員を配置して，

在宅福祉事業を実施することによって在宅福祉事業の拠点を確保した。

　一方，全国の綜合社会福祉館，社会福祉館，老人福祉館，障害者福祉館，社会福祉協議会などに

在宅福祉奉仕センターを附設して青少年，障害者，老人，零細民（生活保護対象者）などを対象に

在宅福祉奉仕を実施している。

　その他，韓国老人福祉会の在宅福祉奉仕をはじめ韓国福祉財団が委託運営している少年少女家長

世帯支援事業ともいえる。また，民間 level在宅福祉事業といえる。

　従って，韓国の在宅福祉事業は，１９５０年代外国人によって実施された家庭福祉事業からその由来

をみることができるが，在宅福祉事業の画期的な試みは１９９２年在宅福祉奉仕 Centerの設立から始

まった。一部の福祉館では Care Managementの方法を使用しているが，Care Managementを実施す

るすべての予件が取りそろえなかった。

IV．調査の分析および解釈

１　調査対象者の一般的特性

１）性別分布

　調査対象者の性別分布は応答者３２７名中で男性が１０２名（３１%），女性が２２５名（６９%）であって，

女性の数が非常に高い。

２）宗教分布

　調査対象者の宗教分布は（表２）基督教が１４３名（４３.７%），無宗教が１０１名（３０.９%），佛教が３８名

（１１.６％），天主教が３０名（９.２％）の順であり基督教が著しく高い。
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　　３）年齢別分布

　調査対象者の年齢別分布（表１）は応答者３２７名中２５才～２９才が１５５名（４７.４％），２０才～２４才が７５

名（２２.９％），３０才～３４才が５５名（１６.８％）の順であり，２５才～２９才が著しく高い。

４）結婚の状態

　調査対象者の結婚の状態は既婚者が１０３名（３７.６％），未婚者が２０４名（６２.４％）であり，未婚が２/

３である。

５）学歴分布

　調査対象者の学歴分布（表４）は大卒が２６８名（８１.９％），短大卒が３１名（９.５％），大学院卒が１７

名（５.２％）の順であり，大卒が一番多い，高卒も５名（１.５％）がいる。

６）専攻の分布

　調査対象者の専攻の分布は社会福祉学専攻が２９７名（９２％），その他と未詳が３０名（８％）であり，

専攻の分布は Care Managementを実施するためには満足な比率である。しかし３０名のその他と未

詳に対する適切な措置が必要である。

７）勤務年数

　調査対象者の勤務年数は１年が６８名（２０.８％），２年が６５名（１９.９％），３年が５４名（１６.５％），５年が

４１名（１２.５％），１年未満が４０名（１２.２％），６年以上が２６名（８.０％）の順であり，１年勤務した人が
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 表２　宗教分布 （単位：名，%）

計未詳無宗教其他天主教佛教基督教区分

３２７５１０１１０３０３８１４３実数

１０００.３３０.９３.０９.２１１.６４３.７％

 表１　年齢別分布 （単位：名，%）

計未詳４０以上３５-３９３０-３４２５-２９２０-２４２０未満区分

３２７３２０１７５５１５５７５２実数

１０００.９６.１５.２１６.８４７.４２２.９０.６％

 表４　学歴分布 （単位：名，%）

計未詳其他高卒短期大卒大学院卒大学卒区分

３２７５１５３１１７２６８実数

１００１.５０.３１.５９.５５.２８１.９％
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一番多く，４年以上勤務した人も９７名（２９.５％）である。

２　Care Management機関の職員確保に対する満足度

　Care Management機関で勤務するmanagerが，機関に配置される人々に対して満足しているかを

問うたが，職種によって満足感の差が大きくなる（表５）

１）専門職
∏
に対する満足度

　専門職の職員に関する managerの見解は満足（３９.５％）と不満足（３１.４％）でほぼ等しく表れて

いる。

　このような結果は大部分のセンターには専門職が配置されていて，不満の場合が低いが不満と答

えた場合はまだ専門職が確保されてないセンターの従事者の見解であるといえる。

２）準専門職
π
，一般事務職

∫
，雇用職

ª
，時間制職員

º
に対する見解

　準専門職に関する見解は満足１７.２％，不満３２.７％であり，不満の方が著しく高く，一般事務職では

満足２４.３％，不満２７.２％でほぼ等しく表れている。雇用職では満足２１.２％，不満足５５.２％であり，不

満の方が著しく高く，時間制職員に対しては満足２１.５％，不満５５.４で最も高い不満が表している。

　このような結果は，今まだに在宅福祉 Centerでは準専門職，雇用職，時間制職員の配置がなされ

ていなかったり，また不足にその要因があるといえる。

３　運営主体に対する満足度

　在宅福祉，Centerの運営主体は社会福祉法人が６７.６％であり，社団法人と宗教法人が各各１１.７％

と１０.９％に構成されており，大部分が民間法人によっての運営を前提にしていることがわかる。担
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 表３　勤務年数 （単位：名，%）

計未詳６年以上５年４年３年２年１年１年未満区分

３５７３２６４１３０５４６５６８４０実数

１０００.９８.０１２.５９.２１６.５１９.９２０.８１２.２％

 表５　Care Management機関の職員確保に対する満足度 （単位：名，%）

計非常に不満不満普通満足非常に満足区分

１００３１２６.４２０２５.０７８２９.２９１２９.５９２１０.０３１専門職

１００２３２１２.９３０１９.８４６５０.０１１６１５.０３５２.２５準専門職

１００２３５７.２１７２０.０４７４８.４１１４２０.０４７４.３１０一般事務職

１００２１２２０.８４４３４.４７３２３.６５０１９.８４２１.４３雇用職

１００２１３２１.６４６３３.８７２２３.０４９２０.１４３１.４３時間制職員

１００２４０.８１３.８３１.４２６.６６３３４.８８４２０.９５１.８３.８６１０.４平均
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当主体に対する managerの見解を聞いた結果は（表６）である。

１）団体の構成員

　団体の構成員とは，運営主体（主に法人）の仁員構成や職員分布を指す。調査対象者は満足２０.３％，

不満３１.６％で不満の方が著しく高い。

２）団体の背景

　団体の背景とは，運営主体の性格が何かを根拠と背景を説明することが可能であるが，前述のよう

に社会福祉法人が１/３，社団法人と宗教法人が２３％程度であって民間の性格を持っているといえる。

　背景に対する調査対象者の応答は満足４０.８％，不満２０.１％であり，満足感を表す者の割合が高い。

３）団体の体系

　団体の体系とは，運営主体の Service体系，後援体系その他運営に関する体系である。Managerの

満足度は，満足１７.６％，不満４０.２％で満足よりは不満の方が高くなっている。従って，団体の体系に

ついては不満と感じているものが比較的多い。

４）団体の機能

　団体の機能は前述したように構成員，背景，体系とも密接な関係がある。機能に対する調査対象

者の応答は満足２５.３％，不満３４.８％であり，満足と不満の差は比較的少ないが，やはり不満の方が若

干高く，普通が４０％になっているのが特徴であった。

　このような結果は，団体の機能が不満であるが，満足の部分も相当ありうる見解を見せている。

４　Care management実際における満足度

　（表７）に示すように Care　managerが実践現場で経験していることについて調査した。

　manager　一人が年間予算取扱った　Caseの数，対象（client），Care　managementに必要な予

算，Care　managementの方法，過程，そして program等に対しての満足度を表している。
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 表６　運営主体に対する満足度 （単位：名，%）

計非常に不満不満普通満足非常に満足区分

１００２９５８.５２５２３.１６８４４.７１３２１８.６５５１.７５団体の構成員

１００２９４９.２２７１０.９３２４０.０１１７２８.９８５１１.９３５団体の背景

１００２９６２５３１.０９２４３.０１２７１５.２４５２.４７団体の体系

１００２９６６.１１８２８.７８５４０.０１１８２１.９６５３.４１０団体の技能

１００２９５８.３２４２３.４６９.３３９.４１２３.５２１.２６３４.９１５平均
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１）取扱った Caseに関する満足度

　Care　managerが一年間扱った Caseの数が Centerによって１ Caseから１００Cases以上に至るの

で相対的に比較するのは難しい。manager自身が扱っている Caseの量と質に対する評価は普通が

最も多く４２.０％であり，また，満足（２７.６％）が不満（２２.４％）より高いが，それほど高いとはいえ

ない。

２）Care　managementの対象

　在宅福祉の対象は「在宅福祉センター設置運営指針」によって定められているが，Care manage-

ment対象はセンターで定めた規定と managerの裁量によって運営指針の範囲内で柔軟に決められ

る。

　このような前提で，質問した結果の応答を分析してみれば，満足が４１.２％，不満が１２.８％であり，

従って満足の傾向が３０％程度多く見られている。

３）予算

　Care managementに所要される予算とは，在宅福祉奉仕 Centerで

使用している全体の予算で，どの部分が Care managementに使用されているか区別が難しい。しか

し manager自身が感じる範囲内で応答した結果，設問に答えた内容を分析してみればやはり満足

７.０％，不満６０.５％であり，このような結果は予算不足の深刻さを表している。

４）Care managementの方法

　Care managementの方法について客観的に評価することは難しいが，この項目もやはり manager

自身が活用している方法や活用してみたいという要求に合わせ，自ら評価して答えてもらった。

　応答の結果をみれば，満足が１９.５％，不満が２４％で，不満の方が若干高く表れている。
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 表７　実際における満足度 （単位：名，%）

計非常に不満不満普通満足非常に満足区分

１００３１２３.２１０２２.４７０４２.０１３１２７.６８６４.８１５Case担当数

１００３１３１.６５１１.２３５４８.０１５０３９.９１２５１.３４対象

１００３１４２２.３７０３８.２１２０３２.５１０２６.４２００.６２予算

１００３１２１.６５２２.４７０５６.５１７６１７.９５６１.６５方法

１００３１００.６２２５.８８０５０.７１５７２１.３６６１.６５過程

１００３１３３.２１０２８.８９０３７.６１１８２７.２８５３.２１０Program

１００３１２５.４１７２４.０７７.５４４.６１３９２３.４７３２.２６平均
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５）Care managementの過程

　Care managementの過程は Modelによって異なるが，本研究の Modelは Volunteer Modelを採択

したので，その過程を中心に manager自身が自ら判断し応答してもらった結果，満足が２２.９％，不

満が２６.４％で，不満の方が若干高く表れている。

６）Program

　最後に programに関する質問に対しては，予算項目の次に高い不満を表す応答があったが，その

内容は以下の通りである。

　満足が３０.４％，不満が３２％であり，満足と不満がほぼ等しく表れている。

　program関数と改善は clientの Needs充足と向上に直接的な影響を与えるので，非常に重要な事

項であるといえる。

５　訓練と Supervisionに対する満足度

　Care managerが Care managementを遂行するにあったては，必要な技術と知識，そして Super-

visiorによる Supervisionが必要な時が多くあろう。これらの点についてmanagerの見解を聞いてみ

た結果，設問に応答えた人が２７４～２９２名で相対的に低い応答率をみせている。（表８）

１）訓練

　社会事業現場での訓練とは何を意味するのか，日頃の仕事自体が訓練であって，訓練に対する概

念整理が難しいことは事実である。

　しかしここでは訓練を短期訓練と長期訓練を含め，現場での仕事以外に特別期間を定めて，実務

訓練と実習を遂行することを意味する。

　これに対する応答は，短期訓練の場合，不満が３６％で満足の２３.１％より１３％程度多く表れており，

そして，長期訓練では不満足が４７.１％で満足の１０.５より３７％程度多く表れており，長期訓練に対す
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 表８　managerの訓練と Supervisionに対する満足度 （単位：名，%）

計非常に不満不満普通満足非常に満足区分

１００２８２５.０１４３１.０８７４０.９１１５２１.３６０１.８５短期訓練

１００２７５１２.０３３３５.１９６４０.９１１２９.１２５１.４５長期訓練

１００２９２５.３１５３５.５１０３３５.９１０５２１.２６２２.１６事例会議

１００２８５８.１２３３２.５９３４５.４１２９１１.２３２１.８５Supervision

１００２７５１５.０４１３５.２９７３２.７９０１５.３４２１.８５国内研修

１００２７４３１.２８５３６.１９９２４.３６７７.３２０１.１３海外研修

１００２８０.５１２.７３５.２３４.２９５.８３５.０１０２.７１４.２４０.２１.７４.８平均
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る不満足が短期訓練よりもっと強いことがわかる。

２）事例検討会議と Supervision

　事例検討会議と Supervisionに関する応答の結果は，（表８）のように両者に関する満足度は似た

ように表れている。つまり事例会議，Supervisionに関して満足している者の割合は，それぞれ

２３.３%，１３%となっており，逆に不満足を顕わしている者の割合は，それぞれ４０.８%，４０.６%とやは

り満足よりは不満足の方が比較的高く，事例会議および Supervisionに関する managerの要求が強

く表れている。

３）国内・海外研修

　現在，在宅福祉奉仕 Centerでの研修計画および実績は非常に少ないといえるが，之に対する

Care managerの見解についての質問に対する応答は次のようである。

　まず，国内研修において，満足が１７.１%となっているのに比べて，不満は５０.２%と高い。そして，

国外研修においても満足の８.４％に比べて不満は６７.３％となっており，不満の比率が高い。

　このような現象は，現在，在宅福祉奉仕 Centerでは国内研修が殆ど行われていないこと，man-

agerの研修に対する Needsが非常に強いことなどが言える。

６　機関と地域社会との関係に対する満足度

　在宅福祉：Centerと地域社会との関係については① Case選定② Network活用③ Volunteer活用

④広報の項目について聞いた。（表９）

１）Case選定

　Case選定においては，満足が３８.９%で，不満２１.６%よりは２倍近い割合を示している。この結果

を見れば，Case選定は地域社会内で行われており，この分野においては比較的良好な関係が行われ

ているといえる。

２）Network活用

　Network活用の満足度では，Case選定における満足度とは反対の傾向がみられ，不満が３６.１％，
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 表９　機関と地域社会との関係に対する満足度 （単位：名，%）

計非常に不満不満普通満足非常に満足区分

１００３０１１.０３２０.６６２３９.５１１９３３.９１０２５.０１５Case選定

１００２９６５.１１５３１.０９２３９.５１１７２０.９６２３.４１０資源活用

１００３２０１.１３２３.４７５４３.８１４０２９０９３２.８９Volunteer活用

１００３００１.０３２１.７６５５３.３１６０２０.０６０４.０１２広報

１００３０４２.１６２４.２７３.５４４.０１３４２５.９７９.３４.０１１.５平均
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満足が２４.３％となっている。

　このような現象は，今だ韓国の Care　managementにおける Network活用が地域社会では行われ

ていないという証であろう。

３）Volunteerの活用

　Volunteerの活用に対する質問では，満足，不満の比率はそれぞれ３１.８％，２４.７％で大きな差はみ

られない。このことから Volunteerの活用が地域社会内で比較的順調に行われていることが考えら

れる。

４）広報

　地域社会内での広報の活用に対する質問では，応答者のなかで，５３.３%が普通と答え，満足が２４％，

不満足が２２.９%と答えており，この部分に対する地域社会との関係は無断であるといえるが，もう

少し活性化される必要があると見られる。

７　運営機関との関係に対する満足度

　Care　managerおよび在宅福祉奉仕 Centerが，運営機関（運営主体）とどのような関係にあるの

かを見極めるために，業務計画，実施，評価，調整および財政と人力支援について質問した。（表１０）

１）業務計画

　業務計画については満足が２２.４％，不満が１５.３％であり，運営機関と業務計画は一緒に行うこと

に対しては，満足が不満を上徊っているがその割合は高くない。

２）業務実施

　業務実施においては，満足が２４％，不満が１５.７％であり，業務計画の領域と類似している。
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 表１０　運営機関との関係に対する満足度 （単位：名，%）

計非常に満足不満普通満足非常に満足区分

１００２８９１.５４１３.８４０６２.２１８０２１.４６２１.０３業務計画

１００２８７１.７５１４.０３８６０.９１７５２２.０６３２.０６業務実施

１００２８９１.５４２７.５７９５４.７１５８１５.５４５１.０３業務評価

１００２８０２.１６２６.８７５５６.４１５８１４.５４１－－業務調整

１００２７５１５.７４３４２.２１１６３６.７１０１５.５１５－－財政支援

１００２９２１０.８３２３７.９１１１４０.１１１７１０.０２９１.０３人力支援

１００２８５５.６１５.７２７.０７６.５５１.８１４８.２１４.８４２.５１.０３平均
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３）業務評価

　業務評価においては，満足が１６.５%，不満が２９%であり，不満の比率が満足の２倍になる。

４）業務調整

　業務調整においては，満足１４.５%，不満が２８.９%であり，不満の比率が満足の２倍になる。

５）財政支援

　財政支援においては，満足が１１％，不満が４８.７％であり，財政支援に続き，不満が高い。

６）人力支援

　人力支援においては，満足が１１%，不満が４８.７%であり，財政支援に継き，不満が高い。

　このような現象は，運営機関が Care managementに必要とする財政と人力支援が少なく，業務評

価や業務調整の面でも関係が円満でないことを表している。

８　行政機関との関係に対する満足度

　Care manager，在宅福祉奉仕Centerと行政機関との関係について①行政指導②予算編成および執

行③人的・物的支援④業務実績報告および評価の項目に関して質問した。（表１１）

１）行政指導

　大部分の在宅福祉奉仕Centerが市郡区から委託運営されていることから，行政指導を当然受けて

いる。その行政指導に対する Care managerの見解は，満足が１１.５％，不満４１.３％であり，不満で

４１.３%であり，不満であると答えた者の割合が非常に高い。

２）予算編成よび執行

　在宅福祉 Centerの予算編成と執行は Centerで行われているが，大部分の予算は政府および地方

団体によって支援されており，政府および地方団体の影響を受けざるをえない。
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 表１１　行政機関との関係に対する満足度 （単位：名，%）

計非常に不満不満普通満足非常に満足区分

１００３１０６.３２０３５.０１０８４７.１１４６１０.５３３１.０３行政指導

１００３１２１５.６４９４３.１１３４３５.９１１２４.５１４１.０３予算編成・執行

１００２９２１２.３３６５０.２１４７２９.１８５６.８２０１.４４人的・物的支援

１００３１５１０.９３４３５.１１１１４５.１１４２７.３２３１.６５実績報告・評価

１００３０７１１.３３４.８４０.９１２５３９.３１２１.３７.３２２.５１.３３.８平均
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　このような状況で，Care managerの予算編成および執行に対して満足している割合は５.５%に過

ぎず，５８.７%という非常に高い割合の者が不満を表している。

３）人的・物的支援

　人的・物的支援に対する Care managerの見解は，満足が８.２%，不満が６２.５%となっており，非常

に高い割合で不満を表している者が多い。

　この原因は，Care managerや在宅福祉 Centerは行政機関からの人的・物的支援を期待している

が，その期待に行政機関がこたえていないことに対する不満であると推測される。

４）業務実績の報告および評価

　行政機関と在宅福祉Centerとの関係で，業務実績の報告および評価は非常に重要な懸案の１つで

ある。事業を計画し推進して得られた結果を報告し，その内容を評価することは Clientの Needsを

充足，向上させる上で重要な役割であるといえる。

　この分野においてもやはりCare managerは，満足の８.９%に比べ不満は４６％となっており，不満を

感じている者の割合が高い。

V．Care managementの活性化のための対策

１　機関の職員確保

　ある満足度調査結果によると，専門職（Social Worker）の確保に関しては３９.５%が満足している

と答え，他の専門職に比べ比較的に確保率が高くみえるが，充分な水準に足りない。準専門職と

Part time職員とは確保率がかなり低くて Care management機関の職員確保は重要な課題とするべ

きである。この問題については優秀な専門職確保は勿論，準専門職と Part timer職員の確保のため

に韓国政府が青年失業者対策案として推進している Intern programの活用が必要ではないかと思う。

２　運営主体（委託処）との関係改善

　韓国の在宅福祉センターは，ほとんど政府から委託を受け，運営するので，実際業務を担当する

機関と他運営主体という別の地位も一つある。

　このような状況から Care Managerは運営主体との関係を気にするのである。それで調査結果は

大体不満だという意見を表すので，これに対する改善が要求される。そのために団体の構成員（主

に理事と職員）を福祉事業に適切な人で再構築し，団体の体系を現場を支援できる体系として再編

成し，その機能を強化しなければならない。
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３　Care Management機関の実務の活性化

　まず，機関業務から Managerが満足な Serviceを提供できるためには，Client findingを体系的に

実施しなければならない。前回は，日本では意外に Care management利用率が低いという意見を出

している。その理由は，

　①　申請主義の問題として昔は，人口の年齢が若く申請の手続きが単純で申請が簡単であったが，

現在には８０才を越える高齢化社会で申請主義を主張するのは問題になるということである。

　②　Service供給主体の多元化と様々な Serviceの相互連絡体制の不備で，Care Ｍ anagementの特

徴といえる多様化，多線化，重複化されている欲求と解決方法との間で各機関との利害関係，

理解不足などから発生する可能性がある。

　③　対象者に対する情報の共有が困難な問題として，在宅 Clientは施設 Clientに比べ情報を得に

くく，特に高齢者は一人暮らしする場合が多くて必要な情報を得ることができなく必要な要請

ができない場合が多い。

　④　東洋人の情緒との関係もある。日本人や韓国人などは西洋人に比べて消極的だといえる。こ

れらの対策としては，① Case Workにおいて，長い間守ってきた申請主義を Care Management

においては申請主義と訪問主義に兼ねて使用できる要援護者の数を増やし，② Service機関の

単一化あるいは主要機関を定め機関とWorkerに権威を与えて統制力を養いながら，様々な行

政 Line，Volunteer組織，地域内のいろいろな団体などに情報 Networkを構築して速やかな業

務処理を通じて，その機関を減らすのが Care Management programの利用率を高める重要な対

策の一つである。次には，不足な予算確保のためには政府の予算支援を高めるのが大変重要で

あるが，民間レベルの支援も積極的に考えるべきである。Care Managemenは資源を動員する

のが重要であるから，民間レベルの資源も動員が可能だと思われる。

４　訓練と Supervisionの強化

　訓練と Supervisionに対する質問においては，大部分の managerが長期訓練と海外研修に対する

不満が高いと推測できる。

　このような要求を充足させるためには各機関は勿論，連合機関と共に深く考え研究すべきである。

だからといって個別な機関が推進できる programは個別機関が実施し，個別機関単独で実施できな

い programは共同で推進して現場の managerの訓練と Supervisionの欲求を充足していくべきであ

る。

５　機関と地域社会との関係の強化

　Care management機関は Caseを選び，Networkおよび Volunteerの活用，そして広報のために地
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域社会と密接な関係がある。このためには Care management機関が地域社会との関係改善を主導

的にしていくべきである。

　地域社会との関係改善には地域住民の programの参加をすすめ，後援会の組織，Volunteer募集お

よび活動広報物の配布などが推められる。

６　委託処（先）との関係改善

　前述のとおり，委託処（運営主体）は社会福祉法人が多数（６７.６%）を占めており，その他，社

団法人，宗教法人，学校法人などで構成されている。これらの法人は非営利民間団体として財政力

がよわくて場合によっては実践機関に法人運営を依存もできる。しかし，これからは委託処が機関

運営のために業務計画およびその実施などに積極的に介入して，業務評価，調整などに積極的に対

処し，manager達が最も不足だという財政および人的資源を強化しなければならない。

７　行政機関との関係向上

　韓国の Care management機関はその構造上のほとんどが尾大部分行政機関から指導や監督を受

けることになっている。しかし，行政機関の認識不足や専門人力の不足で行政指導，人的物的支援，

各種報告などにおいて非常に不満足だという。それの代案として実践機関と行政機関が定期的な会

議を通じ，その内容を互いに理解させたり調整する機能を行い，予算や人的支援は政府団体 levelか

ら向上できるように努力し，両機関との関係を向上させなけれならない。

VI．結　　　論

　韓国においての Care managementは，現在韓国の人口構成，身体障害者の発生頻度，青少年問題，

犯罪人の増加などの条件をみると，適当な社会福祉接近法だといえる。しかし，現場においては

Care managementを実施できるような状況が構成されていないなど様々な要因でCare management

実施の実績が低い水準である。これらの状況下で調査研究した本稿は，これから展開される Care 

managementのために貴重な資料として使うことができると思われる。前述した通り，先進国では

すでに Care managementが社会福祉だけではなく多様な分野で実施されている点を考えると，韓国

においての在宅 Serviceの重要な方法ができると考えられる。従って，本研究からみえた Care Man-

agement実施において，不足な部分を補充　改善し，質の高い Serviceができるように努力しなけれ

ばならない。本研究を通して，研究対象で明かにされた通り，韓国の在宅福祉奉仕センターで勤め

ているすべての managerを対象とする Care Managementに対して見解を，１９９２年開設された奉仕

Centerで勤めている経験ある managerから最近開設された奉仕 Centerで勤めている経験のない

managerにまで同じ内容で聞いているので，Care Management実施の有無と量的質的差異に対して
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考慮することができないのがこの研究の限界点が見られた。また，１）取り扱った Care数による応

答結果の相違点の未分析，２）Care Management実施に対する調査欠如，３）誰が Care Management

なのかとする問題，そして，４）設問紙の応答者の地位と機関条件の考慮できなかった点が問題点

として発見できた。

　本研究から出てきた限界点や問題点を一つの課題として提起し，続ける研究が望まれる。

注

１　専門職というのは主に社会福祉を意味し，社会福祉士以外にも Care Managementを担当する

managerをいう。在宅福祉奉仕 Centerには１－２名が配置されている。

２　準専門職というのは社会福祉機関で勤務する者のなかで，すぐ専門職になる人と専門職を助け Client

に Serviceを提供する人である。

３　一般事務職は在宅福祉 Centerで一般事務を担当するもので，在宅福祉協議会附設 Center以外にはほ

ぼ配置されていない。

４　雇用職は職員と制度上には一般職と区分されているが大部分の機関ではその他の業務に従事する。

５　時間制職員は Volunteer身分と類似するが，動く時間によって報酬をもらう人であり，今後社会福祉

機関では多く活用の可能な職員である。
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